
                                          資料編 

 

１ 高齢者等実態調査（グラフにみる集計結果）［抜粋］ 

 

■居宅要介護（要支援）認定者実態調査結果 

 ○調査方法等 

調査対象者 
調査基準日において、要介護（要支援）に認定されている者のうち、施設調査

の対象となっている施設への入所（入院、入居）者を除いた者 

対象者の選定 悉皆調査 

調査方法 郵送法 

調査実施数 ２,７６２人 

 

 

 ○調査対象者（有効回答を得られた者）の状況 

① 性別・年齢（割合） 

区 分 男性 女性 合計 

40～64 歳 2.0％ 1.3％ 3.3％

65～69 歳 2.6％ 2.0％ 4.6％

70～74 歳 4.7％ 5.2％ 9.9％

75～79 歳 6.2％ 9.6％ 15.8％

80～84 歳 8.3％ 16.2％ 24.5％

85 歳以上 10.2％ 31.8％ 42.0％

合 計 34.0％ 66.0％ 100.0％

性別

男性, 34.0%

636人

女性, 66.0%

1,237人

 

（40～64 歳は第２号被保険者） 

 

 

年齢別

85歳以上, 42.0%

40～64歳, 3.3%

65～69歳, 4.6%

70～74歳, 9.9%
75～79歳, 15.8% 80～84歳, 24.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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②要介護（要支援）度 

区分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

割合 ２.１％ １１.２％ １７.０％ ２４.６％ ２１.４％ １３.８％ ９.９％ 100.0％

 

要介護（要支援）度

要介護5

9.9% 要支援2

11.2%

要介護1

17.0%

要介護2

24.6%

要介護3

21.4%

要介護4

13.8%

要支援1

2.1%

 

 

③年齢別の要介護（要支援）度                       （単位：人） 

区 分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

６５歳未満 ０ ９ １０ １５ １７ ７ ４

65～69 歳 ２ ８ １０ ３４ １７ ６ ９

70～74 歳 ５ ２０ ２６ ５７ ３３ ３１ １３

75～79 歳 ９ ３６ ４９ ７７ ６６ ３６ ２２

80～84 歳 １１ ６４ ８４ １０３ １０４ ５５ ３７

８５歳以上 １２ ７３ １４０ １７５ １６４ １２３ １００

 計 １，８７３

 

年齢別要介護（要支援）度の構成割合

0.6%

0.6%

0.5%

0.3%

0.1%

0.0%

3.9%

3.4%

1.9%

1.1%

0.4%

0.5%

7.5%

4.5%

2.6%

1.4%

0.5%

0.5%

9.3%

5.5%

4.1%

3.0%

1.8%

0.8%

8.8%

5.6%

3.5%

1.8%

0.9%

0.9%

6.6%

2.9%

1.9%

1.7%

0.3%

0.4%

5.3%

2.0%

1.2%

0.7%

0.5%

0.2%

８５歳以上

８０～８４歳

７５～７９歳

７０～７４歳

６５～６９歳

６５歳未満

要支援1

要支援2

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５
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（単位：人） 

区 分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第２号被保険者 

（40～64歳） 
０ ９ １０ １５ １７ ７ ４

前期高齢者 

（65～74歳） 
７ ２８ ３６ ９１ ５０ ３７ ２２

後期高齢者 

（75歳以上） 
３２ １７３ ２７３ ３５５ ３３４ ２１４ １５９

 計 １，８７３

 

年齢別（３区分）要介護（要支援）度の構成割合

1.7%

0.4%

0.0%

9.2%

1.5%

0.5%

14.6%

1.9%

0.5%

19.0%

4.9%

0.8%

17.8%

2.7%

0.9%

11.4%

2.0%

0.4%

8.5%

1.2%

0.2%

後期高齢者

前期高齢者

第２号被保険者

要支援1

要支援2

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

 

 

④日常生活自立度（割合） 

区 分 自 立 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ｍ 合 計 

自 立 ０.１％ ０.０％ ０.３％ ０.１％ ０.０％ ０.０％ ０.４％

Ｊ ３.９％ ３.８％ ４.０％ ２.３％ ０.３％ ０.０％ １４.３％

Ａ １０.５％ １２.４％ １７.４％ ７.５％ １.０％ ０.２％ ４８.９％

Ｂ ３.８％ ３.６％ ８.８％ ８.０％ １.２％ ０.１％ ２５.５％

Ｃ ０.６％ ０.４％ １.４％ ５.１％ １.７％ １.８％ １０.９％

合 計 １８.８％ ２０.２％ ３１.９％ ２３.０％ ４.１％ ２.０％ １００％

 

0.4% 48.9%

23.0%

10.9%

4.1%18.8%

14.3%

20.2% 31.9%

25.5%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

障害

認知症

 

（注）日常生活自立度は、認定調査時点のデータによる。 
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 （別表）日常生活の自立度等について 

○障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 

 ランクＪ：何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出可能 

 ランクＡ：屋内の生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 

 ランクＢ：屋内の生活に介助を有し、ベッドでの生活が主体であるが、座位を保つことができる 

 ランクＣ：ベッド上で１日中過ごし、排泄、食事、着替えに介助を要する 

○認知症高齢者の日常生活自立度 

 Ⅰ：何らかの認知を有するが、日常生活はほぼ自立している 

 Ⅱ：日常生活に支障を来たす症状・行動や、意思疎通の困難さが見られるが、誰かが注意していれば自立できる 

   症状・行動：たびたび道に迷う、買い物や金銭管理にミスが目立つ 

         服薬管理や、電話や訪問者の応対など留守番ができない 

 Ⅲ：日常生活に支障を来たす症状・行動や、意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を要する 

   症状・行動：着替え・食事・排泄が上手にできない、時間がかかる、物を口に入れる・拾い集める、徘徊・失

         禁、大声・奇声、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 

 Ⅳ：日常生活に支障を来たす症状・行動や、意思疎通の困難さがときどき見られ、常に介護を要する 

   症状・行動の例はランクⅢと同じ 

 Ｍ：著しい精神症状や問題行動、重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 

   症状・行動：せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や、これに起因する問題行動が継続する 

 

⑤所得段階(介護保険料) 

区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 な し 合計 

割合 ０.８％ １７.０％ ９.１％ ５１.５％ １２.２％ ６.１％ ３.３％ 100.0％

（注）所得段階「なし」は、第２号被保険者(40～64 歳)等 

 

所得段階

第３段階

9.1%

第１段階

0.8%

第２段階

17.0%
第４段階

51.5%

第５段階

12.2%

第６段階

6.1%

なし

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑥要介護（要支援）認定者のうち、高齢者のみの世帯が全体の 35.2％を占めており、内 12.7％ 

 の世帯が独り暮らしとなっている。 

 

高齢単身世帯 
２人以上の高齢者 

(65 歳以上)のみの世帯 

その他の世帯 

(高齢者以外との同居世帯) 
無回答 

２３７人 ４２２人 １，１９９人 １５人 

１２.７％ ２２.５％ ６４.０％ ０.８％ 

 

世帯の状況
無回答

0.8%
高齢単身世帯

12.7%

２人以上の高齢者（６５歳

以上）のみの世帯

22.5%

その他の世帯

（高齢者以外との同居世

帯）

64.0%  

 

 

⑦介護が必要となる「きっかけ」となった主な要因 

主な要因

25.9% 15.5% 15.8% 8.5% 13.1% 12.8% 3.2%

2.5%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

脳血管疾患（脳卒中など）

高齢による衰弱

骨折・転倒

関節疾患（リウマチなど）

認知症

パーキンソン病

糖尿病

その他

回答なし
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⑧介護サービスの利用状況 

  80.1％の要介護（要支援）認定者がサービスを利用しており、68.7％の方が必要なサービスを 

 十分利用していると考えている。 

回答者（1,873人）

1,286

68.7%

213

11.4%

24

1.2%
350

18.7%

必要なサービスを
十分に利用してい
る
不十分ながら利
用している

まったく利用して
いない

回答なし

 

 

［集計結果から］ 

要介護（要支援）認定者の内、居宅サービスを利用している方の割合が 80％を超えていま 

す。さらにこの内、70％弱の方が必要なサービスを十分に利用していると回答しており、こ 

れはサービス利用にあたり、介護支援専門員（ケアマネジャー）より心身に見合った適切な 

アドバイスを受け、ケアプランを作成してもらうことにより利用者の自立支援へとつながっ 

ていると推測されます。 

反面、回答のなかにはサービス利用をされていない方も見受けられ、こちらは認定は受け 

   たものの、実際のサービス利用は様子を見ながらという方など、居宅介護支援事業所への依 

   頼を含め、いまだ担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）を決定していない等の状況が推  

   測されます。 

本計画ではこうした状況を踏まえ、高齢者制度のひとつとして定着した介護保険制度です 

が、本市（保険者）としても引続き制度の趣旨である高齢者一人ひとりの自立支援をサポー 

トすることを念頭に置きながら、現実、介護が必要になったときには必要なサービスが十分 

に利用され自立・軽度への改善へとつなげられるようにアドバイスを行うとともに、各サー 

ビスの事業者等と連携・連絡を密にしながらサービス体制の充実を図ります。 
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■元気高齢者・特定高齢者の実態調査結果 

 ○調査方法等 

調査対象者 調査基準日において、要介護（要支援）の認定を受けていない 65 歳以上の者 

対象者の選定 抽出調査 

調査方法 郵送法 

調査実施数 １３６人（有効回答数１０３人） 

 

 ○調査対象者（有効回答を得られた者）の状況 

  ①性 別   （単位：人） 

区分 男性 女性 合計 

 ４２ ６１ １０３ 

 

 

 

 

性　別

女性, ５９.２.%

６１人 男性, ４０.８%

４２人

 

 

 ②年 齢 

65～69 歳 ２６人 25.2％ 

70～74 歳 ３２人 31.1％ 

75～79 歳 ２４人 23.3％ 

80～84 歳 １２人 11.7％ 

85 歳以上 ９人 8.7％ 

合 計 １０３人 100.0％ 

年齢別

65～69歳, 26

70～74歳, 32

75～79歳, 24
80～84歳, 12 85歳以上, 9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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 ［参考］元気高齢者・特定高齢者数 

区分 男女 割合 

65～69 歳 5,520 人 28.2％ 

70～74 歳 5,126 人 26.2％ 

75～79 歳 4,360 人 22.3％ 

80～84 歳 2,797 人 14.3％ 

85 歳以上 1,759 人 9.0％ 

合 計 19,562 人 100.0％ 

元気高齢者・特定高齢者

70～74歳

26.2%

75～79歳

22.3%

80～84歳

14.3%

85歳以上

9.0%

65～69歳

28.2%

 
 

  ③あなたの世帯の状況について 

   元気高齢者・特定高齢者のうち、高齢者のみの世帯が全体の 46.6％を占めており、内 9.7％ 

  の世帯が独り暮らしとなっている。 

 

高齢単身世帯 
２人以上の高齢者 

(65 歳以上)のみの世帯 

その他の世帯 

(高齢者以外との同居世帯) 

１０人 ３８人 ５５人 

９.７％ ３６.９％ ５３.４％ 

世帯の状況

無回答

0.0%
独り暮らし

9.7%

２人以上の高齢者（６５歳

以上）のみの世帯

36.9%

その他の世帯

（高齢者以外との同居世

帯）

53.4%
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 ④介護予防サービスについて 

  ア．安曇野市で実施している介護予防サービスについて（認識度） 

1０３人

回答なし

2

2%
全く知らない

8

8%

よく知っている

4

4%

ほとんど知らない

47

45%

ある程度知っている

42

41%

 

 

イ．今後参加してみたい介護予防事業について 

１０３人による複数回答

お茶や汁物でむせること

を防ぐための口の中の清

潔保持や顔・口まわりの

運動

12

8%

家の中に閉じこもらないた

めに、公民館等に集まっ

てのゲームや会食

20

13%

栄養バランスよく、おいしく

食べるための教室や調理

実習

21

14%

運動機能向上のための

教室（ストレッチ運動、筋

力向上トレーニングなど）

30

20%

参加してみたいことは特

にない

37

25%

うつ状態になることを予防

するための教室や保健師

などによる自宅への訪問

ケア

7

5%

認知症になることを予防

するために、頭を使った

ゲームなどを行う教室

22

15%

 

 

［集計結果から］ 

本市で実施している介護予防サービスについて、知っている人および知らない人の割合が 

回答を得られた人の結果から、概ね半々を占めています。その中で、今後参加してみたい介 

護予防事業について、運動機能向上のための教室への参加希望の割合が多く、高齢となって 

も自らの体力・健康維持への関心が高いことがうかがわれます。 

 反面、参加してみたいことが特にない人の割合が、回答の４分の１を占めており、ひいて 

は家に閉じこもりがちとなり、早期の段階で要介護（要支援）認定へとつながることも、ひ 

とつの要因として推測されます。 

 こうした背景から本計画期間では、特定基本健診などを通し、家にとじこもりがちな高齢 

者の早期発見に努めるとともに、高齢者一人ひとりのニーズに合った予防事業の促進と併せ 

   隣近所誘いあって、だれもが気軽に参加できる場の提供を行うことも重要と思われます。 
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２ 介護保険料（平成 21 年度から平成 23 年度） 

 

保 険 料 
所得段階 対象者の要件 

標準 

割合 21 年度 22 年度 23 年度 

第１段階 

・生活保護を受給している人 

・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉

年金を受給している人 

基準額

×0.50
25,620 円 25,980 円 26,340 円 

第２段階 

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計

所得金額と課税年金収入額の合計が80万

円以下の人 

基準額

×0.50
25,620 円 25,980 円 26,340 円 

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で、上記の段階

以外の人 

基準額

×0.75
38,430 円 38,970 円 39,510 円 

軽 

減 

措 

置 

世帯のどなたかに市民税が課税さ

れていて、本人は市民税非課税の

人で、前年の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が 80 万円以下

の人 

基準額

×0.90
46,120 円 46,760 円 47,410 円 

第４段階 

世帯のどなたかに市民税が課税されてい

て、本人は市民税非課税の人で、前年の

合計所得金額と課税年金収入額の合計が

80 万円を超える人 

基準額

×1.00
51,240 円 51,960 円 52,680 円 

第５段階 
本人に市民税が課税されていて、前年の

合計所得金額が 125 万円未満の人 

基準額

×1.15
58,930 円 59,750 円 60,580 円 

第６段階 

本人に市民税が課税されていて、前年の

合計所得金額が 125 万円以上 200 万円未

満の人 

基準額

×1.25
64,050 円 64,950 円 65,850 円 

第７段階 

本人に市民税が課税されていて、前年の

合計所得金額が 200 万円以上 400 万円未

満の人 

基準額

×1.50
76,860 円 77,940 円 79,020 円 

第８段階 
本人に市民税が課税されていて、前年の

合計所得金額が 400 万円以上の人 

基準額

×1.75
89,670 円 90,930 円 92,190 円 

 所得の状況等に応じて８つの所得段階に分け、それぞれについて基準額に標準割合(0.5、0.75、1 

1.15、1.25、1.5、1.75)を乗じて得た定額(保険料率)により設定しています。また、第４段階の低 

所得者(第２段階と同じ本人所得要件)について、保険料の軽減措置をしています。(基準額×0.90) 

※介護従事者処遇改善臨時特例交付金を繰り入れることで、平成 21・22 年度の介護保険料が軽減さ 

 れています。 
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３ 申請から利用、納付方法 

 

(１) 介護保険（申請～利用まで）の利用方法 

安曇野市における介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。 

 ① 申  請 
   介護サービスの利用を希望する人は、市高齢者介護課または各総合支所福祉係の窓口で「要 

介護（要支援）認定」の申請手続きをしてください。 

    申請時に必要なものは・・・↓ 

●要介護（要支援）認定申請書（窓口備付）●介護保険被保険者証 

         ●健康保険被保険者証（２号被保険者のみ）［40～64 歳の方］ 

   ※申請時に介護サービスの利用が必要になった理由（経過）等を聞取りします。 

 ② 認定調査  
介護支援係の職員等が自宅や入院、入所先などを訪問し、心身の状況などについて調査をし 

ます。また、本人の主治医に心身についての意見書を作成してもらいます。 

（意見書の作成は市より直接、主治医へ依頼します。） 

   ※申請後日、担当職員より自宅等へ訪問する日程調整で連絡します。 

 ③ 審査・判定 
  認定調査の結果によるコンピュータ判定（一次判定）と医師の意見書をもとに医師や看護師、 

保健師などの審査・判定に携わる専門家が「介護認定審査会」（松本広域連合）で二次判定し、 

要介護（要支援）状態区分を判定します。 

 ④ 認定・通知 
  介護認定審査会の審査結果に基づいて市より被保険者宛に認定結果の通知と、要介護（要支 

援）度の印字された新しい介護保険被保険者証を送付します。 

   ［要支援１・２］介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の 

高い人など 

   ［要介護１～５］介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な 

人など 

   ［非該当（自立）］介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者な 

ど将来的にその危険性が高い人など 

⑤ 介護サービス計画（ケアプラン）の作成依頼 
   ［要支援１・２］介護保険の介護予防サービス（介護予防給付） 

           地域包括支援センターが、介護予防サービス計画を作成します。 

   ［要介護１～５］介護保険の介護サービス（介護給付） 

           居宅介護支援事業所のケアマネジャーが介護サービス計画を作成します。 

   ［非該当（自立）］市が行う介護予防事業（地域支援事業） 

           要介護（要支援）とならないように、市が行っている介護予防サービスを 

利用します。 
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(２) 介護保険料の納め方 

第１号被保険者(６５歳以上)の保険料の納め方には、「特別徴収（年金からの納付）」と 

普通徴収（納付書または口座振替による納付）の２つの方法があります。以下の問いに答 

えていくと保険料の納め方がわかります。 

あなたは年金を受給されていますか？  

- 86 -  

 

 

 

 

               

は い いいえ

年金の種類は何ですか？ 

老齢福祉年金

など 

老齢・退職年金

障害年金 

遺族年金 

 

 

 

 

 

受給されている年金は年額１８

万円以上ですか？

 

 

 

いいえは い  

 

 

 

 

 

ご案内

 

納付書で納める人には口座振替の利用を

お勧めします。指定の口座から自動的に振

替納付されますので、納め忘れもなく便利

です。 

 手続きの場所：市役所または市内金融機

関およびゆうちょ銀行 

 持ち物：預金通帳、通帳印、介護保険料

の納付書 

 

 

市から発送する納付書によって、金融機関

等で納めていただきます。 

普 通 徴 収  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

特 別 徴 収 
 

 

 

 
ご注意 

・６５歳になっても、すぐには年金から

の納付になりません。おおむね半年後、

年金から差し引かれる方法に納付方法が

変わります。 

・年度の途中で納付方法が変わる場合が

あります。（特別徴収から普通徴収へ） 

・「特別徴収」と「普通徴収」の両方で納

めていただく場合もあります。 

年金から差し引かれます。手続きは必要あ

りません（納期は６回 年金の受給月）。

 ★第２号被保険者（40 歳～64 歳）の人は、加入している医療（健康）保険の保険料と一括して納

めます。（個別に保険料を納める必要はありません。） 
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４ 安曇野市介護保険等運営協議会委員名簿 

 

 氏  名 団体等の名称 

中 村 安 二  
公 

募 

二 木 今朝太郎  

斉 藤 茂 昌 安曇野市老人クラブ連合会 

松 嶋 隆 徳 安曇野市民生児童委員協議会  

学
識
経
験
を
有
す
る
者  中 野 美奈子 松本保健所安曇野支所 

須 澤 大 知 安曇野市医師会 医師 【会長】 

高 橋 喜 博 安曇野市歯科医師会 歯科医師 

 山 崎 廣 子 安曇野市社会福祉協議会 

保
健
、
医
療
又
は
福
祉
関
係
者 松 島 功 幸 安曇野市ボランテイア連絡協議会 

小 林 善 明 特別養護老人ホーム 豊岳荘 【副会長】 

三 澤 保 雄 介護老人保健施設 有明苑 

二 村 高 明 安曇野南介護相談センター（居宅） 

小 林 真 弓 宅幼老所 まがりっと 

介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
の
代
表
者 丸 山 三恵子 グループホーム かじか庵 
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５ 安曇野市介護保険等運営協議会設置要綱 

 

平成 18 年 12 月 15 日 

告示第 241 号 

 

改正 告示第 94 号 

   平成 20 年５月 12 日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、安曇野市の介護保険事業及び老人福祉（以下「介護保険等」という。）の円滑

かつ適正な運営を図るため、安曇野市介護保険等運営協議会（以下「協議会」という。）の設置及び

運営について必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

(１) 安曇野市介護保険事業計画の策定並びに進捗状況の検証及び評価に関する事項 

(２) 安曇野市老人福祉計画の策定並びに進捗状況の検証及び評価に関する事項 

(３) 安曇野市の介護保険等の推進に向けて必要な事項 

(４) その他介護保険等に関して市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 協議会は、15 人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に揚げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 公募により選考された市民 

(２) 学識経験を有する者 

(３) 保健、医療又は福祉関係者 

(４) 介護保険サービス提供事業者の代表者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

４ 会長は、必要に応じて、協議会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢者介護課において処理する。 
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（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（経過措置）） 

２ 第４条の規定にかかわらず、この告示後最初に委嘱される協議会の委員の任期は、平成 20 年３

月 31 日までとする。 

 

 改正 

１ この告示は、公布の日から施行する。 
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６ 用語解説 

 

か行 

 

○介護給付・介護予防給付 

要介護（要支援）認定を受けた被保険者に対する保険給付で、以下の 13 種類あります。 

 

①居宅介護サービス費        ②特例居宅介護サービス費 

③地域密着型介護サービス費     ④特例地域密着型介護サービス費 

⑤居宅介護福祉用具購入費 

⑥居宅介護住宅改修費 

⑦居宅介護サービス計画費（ケアプラン作成） 

⑧特例居宅介護サービス計画費（ケアプラン作成） 

⑨施設介護サービス費※       ⑩特例施設介護サービス費※ 

⑪高額介護サービス費 

⑫特定入所者介護サービス費     ⑬特例特定入所者介護サービス費 

 

⑦、⑧、⑪以外は、サービスの種類ごとに設定される基準額の９割が保険から給付さ 

れ、１割分は自己負担となります。また、※印（⑨、⑩）は予防給付はありません。 

 

○介護従事者処遇改善臨時特例交付金 

介護保険料の介護報酬改定に伴う増分について、介護保険料の上昇を抑えるた 

めの国庫負担による交付金のことです。 

 

○看護師 

医師の指示のもとで、診療の補助や対象者の療養上の世話を行う者のことです。 

 

○ケアプラン（介護サービス計画） 

要介護（要支援）に認定された本人や家族の希望に添った介護サービスを適切に

利用できるように、本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、利用する

介護サービスの種類や内容を定めた「介護サービスの利用計画」のことです。 

ケアプランは居宅介護支援事業者（ケアプラン作成機関）、ケアマネジャーに作

成を依頼することができます。自分で作成することも認められていますが、その場

合は利用者（本人・家族）が市区町村へ届け出なければなりません。 

ケアプランは、利用者の心身の状態の変化などに配慮し、常に適切なサービスが

利用できるように随時変更されます。 
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○ケアマネジャー（介護支援専門員） 

介護保険サービスの利用者や家族などからの相談に応じ、利用者本人や家族の希望や

心身の状態、生活の環境などを考慮してケアプランを作成し、適切な在宅・施設のサー

ビスが利用できるように市区町村、在宅サービス事業者、介護保険施設などとの連絡調

整を行う専門職です。利用者が自立した日常生活を送れるように必要な援助に関する専

門的な知識・技術を持っています。また、要介護認定（要支援の認定を含む）の申請時

における提出代行や、提供されている介護サービスが適切かどうかを継続的に観察する

業務なども行います。介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養

型医療施設）及び居宅介護支援事業所（ケアプラン作成機関）には必ず配置しなければ

ならないとされています。  

 

○軽費老人ホーム 

老人福祉法に規定する老人福祉施設の一種で、無料又は低額な料金で高齢者を入所さ

せ、給食その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設です。「Ａ型」、

「Ｂ型」及び「ケアハウス」の３種があり、Ａ型は原則として 60 歳以上の者で収入が基

本利用料の２倍相当程度以下の者で、身寄りのない者、家庭の事情等によって家族との

同居が困難な者を入所対象者としています。Ｂ型は原則として 60 歳以上の者で、家庭環

境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な者であって、自炊がで

きる程度の健康状態にある者を入所対象としています。 

ケアハウスは原則 60 歳以上で、身体機能の低下、高齢等の理由で独立して生活するに

は不安がある人を対象としています。 

 

さ行 

 

○施設サービス 

施設に入所して受けるサービスで、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護

老人保健施設（老人保健施設）、介護療養型医療施設（療養型病床群など）の３種の施

設で受けられます。 

一人一人の体の状態や必要としているサービスなどに応じた施設に入ることができ、

ケアマネジャーが作成した施設サービス計画にしたがって、サービスが提供されます。

施設サービスは、要介護認定で要介護１～５の認定を受けた人が利用できます。 

 

○社会福祉士 

高齢者や障害者などが、日常生活を円滑におくることができるように、各種相談に応

じたり、助言、指導、そのほかの援助を行ったりする社会福祉の専門職です。社会福祉

士は国家資格であり、ソーシャルワーカーに必要な資格の一つで、地域包括支援センタ

ー、在宅介護支援センター、各種社会福祉施設、病院、社会福祉協議会、福祉事務所、

その他行政機関などいろいろなところで援助を行います。 
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○自立支援 

かつての弱者救済などに代わる新しい社会福祉の理念で、様々なハンディキャップを

もつ、あるいは多様な福祉ニーズをもつ人々を、福祉サービスの対象者としてみるので

はなく、サービスを利用する主体者（生活者）と捉えて、その人の自立した生活を支援

することを目標に、各種の相談に応じ、物心両面のサービスを提供することをいいます。 

 

た～な行 

 

○第１号被保険者 

介護保険の被保険者のうち、65 歳以上の人をいいます。第１号被保険者は、要介護（要

支援）状態になった場合に、要介護の場合は申請日から、要支援の場合は認定を受けて

から、介護保険サービスが利用できます。 

 

○第２号被保険者 

介護保険の被保険者のうち、40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者をいいます。第２

号被保険者は、老化が原因とされる病気（16 種類の「特定疾病」）によって要介護（要

支援）状態になった場合に、要介護の場合は申請日から、要支援の場合は認定を受けて

から、介護保険サービスが利用できます。 

 

○地域支援事業 

    高齢者が地域において自立した生活を継続できるよう、要介護（要支援）状態になる 

   前から実施する介護予防事業のことです。 

 

○地域支援体制（地域ケア体制） 

高齢者が介護や支援が必要な状態になっても安心して住み慣れた地域、住み慣れた家

庭で生活できるように、保健・医療・福祉など様々な分野の専門職や地域住民が参加し

て、高齢者を地域全体で支える体制のことをいいます。 

 

○デマンド交通 

  利用者からの事前予約を受付け、その都度ルートを決めて運行する乗合いタクシーの 

 ことです。また、利用者の要望（＝デマンド）に応じて運行するため、定時（期）路線 

 の交通機関とは違い、乗車率を高められるのが特徴です。 
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○特定疾病 

介護保険法に定める、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病で、以下の 16

種類の疾病です。 

①初老期の認知症 

（アルツハイマー病、脳血管性認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病など） 

②脳血管疾患（脳出血、脳梗塞など） 

③筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ） 

④パーキソン病関連疾患 

⑤脊髄小脳変性症  

⑥多系統萎縮症 

⑦糖尿病の合併症（糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害など）  

⑧閉塞性動脈硬化症  

⑨慢性閉塞性肺疾患（肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など）  

⑩両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症  

⑪関節リウマチ  

⑫後縦靭帯骨化症 

⑬脊柱管狭窄症  

⑭骨折を伴う骨粗しょう症  

⑮早老症（ウェルナー症候群） 

⑯小児がんを除くがん末期  

特定疾病を要因とする第２号被保険者は、介護認定により介護保険サービスを利用す

ることが可能です。 

 

○特別徴収 

  年金からの介護保険料の天引きのことをいいます。原則、老齢・退職（基礎）・障害・

遺族年金が年額 18 万円以上ある人で、偶数月の年金支給時（年６回）に併せ、年金受給

額からあらかじめ介護保険料が差し引かれます。 

 

○認知症高齢者  

一旦正常に発達した知能が後天的な脳の器質障害によって持続的に低下している状態

にある高齢者のことをいいます。認知症には、アルツハイマー型認知症（原因は不明、

脳の萎縮によって起こる）、脳血管性認知症（脳の血管障害の結果生じる）、その他の

認知症（ピック病など）があります。 
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は行 

 

○普通徴収 

納付書または口座振替などにより、保険者へ直接１カ月毎に介護保険料を納め     

ることをいいます。年度の途中で 65 歳になったとき、転入出したとき、年額の保

険料が決定した後に所得段階が変更になったときや、年金差し止めや現況届の出

し遅れなどで年金が一時的に停止したときなど、特別徴収（年金からの天引き）

ができない人はこちらで納めます。 

 

○保健師 

厚生労働大臣の免許を受けた専門職で、保健指導に従事する者です。主な内容として

は、個人や集団に対しての健康保持増進の指導、疾病予防の指導、健康相談、健康教育

等で、広く地域住民の公衆衛生に必要な業務となっています。 

 

や～わ行 

 

○有料老人ホーム 

高齢者が入居し、食事の提供や入浴、排泄または食事の介護のいずれかのサービスを

提供する施設をいいます。有料老人ホームを設置する場合は、予め都道府県知事に対し

届け出を行うことになっています。 

 

○要介護者 

介護保険法上の定義では、以下の状態にある者を要介護者といいます。  

①要介護状態にある 65 歳以上の者 

②要介護状態にある 40 歳以上 65 歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身

体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令

で定めるもの（特定疾病）によって生じたものであるもの。 

 

○要介護状態 

介護保険法上の定義では、「身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、

食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、６か月継続して、

常時介護を要すると見込まれる状態」のことです。要介護状態は、要支援状態よりも介

護の必要の程度が重度であり、その区分は介護が必要な手間により５つに区分（要介護

状態区分）されます。 
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○要支援者 

介護保険法上の定義では、以下の状態にある者を要支援者といいます。  

①要介護状態となるおそれがある 65 歳以上の者 

②要介護状態となるおそれがある 40 歳以上 65 歳未満の者であって、その要介護状態と

なるおそれがある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じ

たものであるもの。 

 

○要支援状態 

介護保険法上の定義によれば、「要介護状態となるおそれがある状態」で、「身体上

または精神上の障害があるために、６か月継続して、日常生活を営むのに支障があると

見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態」のことです。要支援状態については

介護の必要の程度は要介護状態より軽度ですが、要介護状態となるおそれがある状態で

あり、要介護状態になることを予防するという観点から予防給付が行われます。区分は

支援が必要な手間により２つに区分されます。要支援と認定された場合は、施設サービ

スの利用はできません。 

 

○リハビリテーション 

疾病や障害によって失った生活機能の回復を図るため、機能障害、能力障害、社会的

不利への治療プログラムによって人間的復権を目指す専門的技術及び体系のことで、医

学的分野の他、心理的、職業的、社会的分野に至るまで、幅広い内容となっています。

社会的自立と普通の市民生活の享受を最終的な目標としています。 

 

○利用者負担 

保険給付や福祉サービス等を受けた場合の自己負担をいいます。介護保険法に基づく

サービスを要介護（要支援）認定者が受けた場合は、原則として、厚生労働大臣が定め

る基準額（実際に要した費用が基準額を下回る場合は実際の費用）の 100 分の 90 に相当

する額が介護保険より支給されます。したがって、残りの 100 分の 10 に相当する額が利

用者負担となります。また、介護保険施設に入所した場合については、加えて食費、居

住費が利用者負担となります。 
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